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青森市ふるさと納税プロモーション戦略策定業務公募型プロポーザル応募要領 

 

１ 業務概要 

（１）業務名称 

青森市ふるさと納税プロモーション戦略策定業務 

（２）目的 

本市が行うふるさと納税業務のうち、寄附に係る各種分析からマーケティング、プロモ

ーション戦略の策定において、その業務を委託することにより、寄附者への訴求力を高め

ることや寄附金額の増強に向けた施策の策定を行い、本市ふるさと納税の推進に寄与する

ことを目的とする。 

（３）業務内容 

別紙１「青森市ふるさと納税プロモーション戦略策定業務仕様書」参照 

（４）業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

（５）業務に係る提案上限額 

７，４９７，７６５円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は本業務の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのもの

であるが、提案上限額を超えた場合は受託候補者として選定しない。 

（６）問合せ及び書類提出先 

青森市市民部市民協働推進課ふるさと応援チーム 

〒０３０－０８０１ 青森市新町一丁目３番７号 青森市駅前庁舎４階 

ＴＥＬ：０１７－７３４－２３２４ ＭＡＩＬ：shiminkyoudou@city.aomori.aomori.jp  

※問合せ、書類提出等に当たっての注意事項 

土曜日、日曜日及び休日を除く日の午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

 

２ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加する者は、次の要件の全てを満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）参加申込みの日において、会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６

４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは

第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。 

（３）参加申込書の提出期限から受託者確定日までの間、青森市競争入札参加資格業者指名停

止要領（平成１７年４月１日実施）の規定による停止措置を受けていない者であること。 
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（４）電子交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者であるこ

と。 

（５）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（６）青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号に規定する暴力

団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。 

 

３ 主なスケジュール 

 内容 日程 

（１） 公募の公告 令和８年４月２２日（水）市ホームページ及び掲示板にお

いて公告 

（２） 質問の受付 令和８年４月２２日（水）から令和８年５月８日（金）午

後５時００分まで 

（３） 参加申込書の提出

期限 

令和８年５月８日（金）午後５時００分まで 

（４） 質問に対する回答 令和８年５月１４日（木） 

（５） 企画提案書等の提

出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時００分まで 

（６） プレゼンテーショ

ン、審査 

令和８年６月上旬（６月９日（火）予定） 

（７） 選定結果通知 令和８年６月下旬 

（８） 契約締結 令和８年６月下旬 

 

４ 仕様書等の配付について 

市ホームページからダウンロードすること。 

  https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/jigyosha/1004700/1010485.html 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）提出書類 

質問書（様式１）により提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年５月８日（金）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出方法及び提出先 

青森市市民部市民協働推進課の電子メールアドレス宛に電子メールにて提出すること。

なお、電子メール以外の方法で提出された質問には回答しない。 

（４）回答の公表 

質問に対する回答は、令和８年５月１４日（木）までに参加申込者全員に対して、質問

https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/jigyosha/1004700/1010485.html
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提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を電子メールにて送信する。 

ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わると判断したも

のについては、質問者のみへ回答する。また、質問の内容によっては回答しないこともあ

る。 

 

６ 公募型プロポーザルへの参加申込 

（１）提出書類 

①公募型プロポーザル参加申込書（様式２） １部 

②パンフレット等会社の概要がわかる資料  １部 

③誓約書（様式３）   １部 

④税情報確認同意書（様式４)   １部 

   ⑤法人税、消費税及び地方消費税について 

未納の税額がないことの証明書  各１部 

    ・発行日から３か月以内であること 

    ・青森市における市税の証明書については、④を提出することで省略可とする。 

（２）提出期限 

令和８年５月８日（金）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出先 

１の（６）の「問合せ及び書類提出先」 

（４）提出方法 

持参又は郵送（送付記録が残る方法で郵送すること。） 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類・必要部数 

①企画提案書提出届（様式５）   原本１部 

②企画提案書        原本１部、副本１４部、合計１５部 

（下記のア～エ全て） 

ア 企画提案書表紙及び目次（任意様式） 

イ 類似業務実績調書（様式６） 

ウ 企画提案内容書（任意様式） 

エ 見積書（任意様式） 

（２）企画提案書作成の留意事項 

・１業者につき１提案までとする。企画提案書の用紙サイズは、基本的にＡ４（必要に応

じてＡ３の折込みも可能）とする。また、表紙及び目次を除き、頁番号を紙面下に付す

こと。 

・企画提案書に記載する表現は、専門知識を有しない者でも理解できるように、専門用語
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は極力使用せずにわかりやすい内容とすること。なお、やむを得ず専門用語を使用する

場合は、注釈を付けること。 

・企画提案書の副本には、社名、代表者名、ロゴなど、事業者名等の企画提案者を連想さ

せる事項は明記しない（黒塗り又は削除する）こと。 

・企画提案は、別紙１の仕様書及び別紙２の選定基準を踏まえ、企画提案内容書には次の

内容について必ず記載すること。 

ⅰ 実施体制 

 ａ．業務実績 

  過去３年以内（令和５年４月１日～令和８年３月３１日）の国又は地方公共団体と

の間で契約・履行した実績について記載すること。 

 ｂ．業務体制 

本業務の実施に当たっての取組体制（責任者、配置体制）、業務フロー（業務全体の 

流れについてフロー図等を用いて説明）、業務実施のスケジュール等の全体計画を示 

すこと。 

 ｃ．リスク管理能力 

本業務の履行場所や業務上のセキュリティ対策等について記載すること。 

ⅱ 企画提案 

ⅲ 価格 

  業務内容別に可能な限り詳細に記載した内訳書を提出すること。 

内訳書の様式は任意様式とする。 

（３）提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

（４）提出先 

１の（６）の「問合せ及び書類提出先」 

（５）提出方法 

持参又は郵送（送付記録が残る方法で郵送すること。） 

 

８ 公募型プロポーザル参加辞退 

（１）公募型プロポーザル参加申込書（様式２）の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退す

るときは、公募型プロポーザル参加辞退届（様式７）を提出しなければならない。 

（２）提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出先 

１の（６）の「問合せ及び書類提出先」 

（４）提出方法 

持参又は郵送（送付記録が残る方法で郵送すること。） 
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（５）参加辞退届の提出があった場合も、既に提出された一切の書類は返却しない。 

 

９ 受託候補者の選定 

（１）選定方法 

青森市職員で構成する「青森市ふるさと納税プロモーション戦略策定業務公募型プロポ

ーザル審査委員会」がプレゼンテーション審査を行い、合計得点の最も高い者を受託候補

者として選定する。 

なお、プロポーザル参加者が１者のみとなった場合も審査を実施し、最低基準点を上回

った場合、当該参加事業者を受託候補者として選定し、随意契約により委託契約を締結す

るための協議を行う。 

（２）選定基準、最低基準点 

選定基準は、別紙２「選定基準」のとおりとする。 

また、受託候補者への業務委託が効果的なものとなるか否かを判断するため、最低基準 

点（６割）を設ける。得点が最低基準点を下回った場合、受託候補者として選定しない。 

（３）プレゼンテーション審査 

審査委員会に対し提案内容に係るプレゼンテーションを行い、ヒアリングを経た上で 

企画提案書の内容と合わせて総合的に評価する。 

① 実施予定日 令和８年６月９日（火） 

② 実施場所 青森市役所柳川庁舎（青森市柳川２丁目１－１） 

２階 大会議室 

③ 時間  １事業者あたり３０分程度（説明２０分以内、質疑１０分程度） 

④ 機器の準備 プロジェクター、スクリーンは委託者が準備する。 

パソコン等その他プレゼンテーションに必要な機材については、参

加者が用意すること。 

⑤ 留意事項 ・プレゼンテーション審査の日時、場所、留意事項などは改めて別 

途通知する。 

   ・プレゼンテーション審査当日の追加資料については受理しない。 

            ・プレゼンテーションでは企画提案書等に記載された事項について 

の説明および質疑応答を行う。 

            ・当日の説明においては、事業者名等の企画提案者を連想させるよ 

うな説明内容としないこと。 

            ・参加者の責によりプレゼンテーション審査に参加できなかった場 

合、評価は行わない。 

   ・提出した提案書等の内容と著しく異なるプレゼンテーションにつ 

いては評価の対象としない。 

   ・指定した時刻に遅れた場合は、失格となる場合がある。 
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（４）選定結果 

選定の結果は、令和８年６月下旬までに、参加者全員に対し、自己の結果のみを電子メ 

ール及び文書にてそれぞれ通知する。 

 

１０ 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された書類が、次のいずれかに該当する場合は、その提 

案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）別紙１ 「青森市ふるさと納税プロモーション戦略策定業務仕様書」の内容と合致していな 

い場合 

（３）見積額が１の（５）の「業務に係る提案上限額」を上回る場合 

（４）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（５）応募要領で示された、提出期限、提出先、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない 

書類の提出があった場合 

（６）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１１ 契約 

（１）契約方法 

受託候補者と企画提案書等について協議のうえ、地方自治法第２３４条に定める随意契

約の方法によって契約を締結するものとする。なお、協議において契約内容を一部変更す

ることができる。ただし、受託候補者との協議が整わない場合は、次点者を受託候補者と

して協議を行うものとする。 

（２）契約内容 

契約は委託契約とし、詳細は、提案内容をもとに受託候補者と協議し締結する。 

 

１２ その他留意事項 

（１）企画提案書等の作成・提出に係る費用は、全て提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。 

（４）本プロポーザルの内容に係る情報の公開が求められた場合は、「青森市情報公開条例」に

基づき処理を行う。ただし、公開により対象事業者に不利益を与えることが明らかなもの

については非公開とする。 

（５）このプロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び

円とする。 

（６）提案内容については、見積金額内で実施できることを確約したものとみなす。 


